
令和６年 ４月分　生田中学校特別創作活動センター特別開放対象日一覧 （３月２９日現在）

※使用時間 午前：9:00-12:00 午後：13:00-17:00 夜間：17:30-21:00

　※施設を学校使用等で使用できない時間帯

　※施設を使用できる時間帯

　※利用調整会議及びその後、予約された時間帯

※上記表示日以降の予約は反映されていません。直接お問い合わせください。

※和室・料理室・美術工芸室・会議室の利用調整会議は２ヵ月前の月の第１土曜日午前１０時からです。

※陶芸室及び陶芸窯の利用調整会議は、６月（７～９月分）、９月（１０～１２月分）、１２月（１～３月分）、３月（４～６月分）

　の第１木曜日午前１０時からです。
　

日 曜 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 10KW 20KW 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間

1 月

2 火

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日

8 月

9 火

10 水

11 木

12 金

13 土

14 日

15 月

16 火

17 水

18 木

19 金

20 土

21 日

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火

日 曜 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 10KW 20KW 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間

会議室

和室料理室 陶芸室 陶芸窯 美術工芸室 会議室

和室料理室 陶芸室 陶芸窯 美術工芸室

・令和６年４月分の和室・料理室・美工室・会議室の利用調整：令和６年２月３日（土）

・令和６年４～６月分の陶芸室･陶芸窯の利用調整 ：令和６年３月７日（木）

☆利用調整日以降は、先着順で受け付け

・令和６年７～９月分の陶芸室･陶芸窯の利用調整 ：令和６年６月６日（木）


